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平 成 年
月 日

（月曜日）

課

長

副

課

長

副副
課

「

課

長

等

副
課

「

課

長

等

副
課
長
等

副
課
次
長
じ
。

副
課

「

課

長

副

「

則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口

同
規
則
第
十
五
条
第
二
項

長
）
を
い
う
も
の
と
す
る

第
八
条
第
一
号
中
「
総
合
政

策
部
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三

長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
中
「
（

員
）
（
課
内
室
」
に
、

め
、
同
条
第
十
三
号
を
次
の
よ

十
三

副
課
長

組
織
規
則

戦
略
部
に
あ
つ
て
は
、
部

務
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

条
第
四
号
に
規
定
す
る
課

つ
て
は
部
次
長
が
指
定
す

長
、
議
会
事
務
局
総
務
課

び
人
事
委
員
会
事
務
局
に

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
口
県
事
務
決
裁
規
程

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭

る
。第

二
条
第
十
一
号
中
「
課
長

課

長

長
が
指
定
す
る
職
員

長
又
は
室
次
長

長
等
（
副
課
長
及
び
室

を
い
う
。
以
下
同

）長
等
が
指
定
す
る
職
員

課

長

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第

に
規
定
す
る
室
次
長
、
警
察
本
部

。策
部
長
」
を
「
総
務
部
長
」
に
改

号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号

課
内
室
」
を
「
（
産
業
戦
略
部
に

う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条

次
長
が
指
定
す
る
職
員
）
を
い
う

は
、
予
算
規
則
第
二
条
第
五
号
に

長
等
の
う
ち
所
長
以
外
の
者
を
補

る
職
員
、
組
織
規
則
第
八
条
第
一

に
あ
つ
て
は
課
長
補
佐
、
監
査
委

あ
つ
て
は
事
務
を
総
括
す
る
主
幹

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号

を
」
を
「
課
長
（
産
業
戦
略
部
に

一
」
に
改
め
る
。

」
を

」
に
、

」
を

十
一
条
に
規
定
す
る
室
に
あ
つ
て

警
務
部
会
計
課
に
あ
つ
て
は
課

め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
総
合

中
「
総
合
政
策
部
長
」
を
「
総
務

あ
つ
て
は
、
部
次
長
が
指
定
す
る

第
一
項
に
規
定
す
る
副
課
長
（
産

。
た
だ
し
、
財
務
会
計
に
関
す
る

規
定
す
る
課
長
又
は
財
産
規
則
第

佐
す
る
副
課
長
（
産
業
戦
略
部
に

項
に
規
定
す
る
室
に
あ
つ
て
は
室

員
事
務
局
、
労
働
委
員
会
事
務
局

、
山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織

県
知
事

山

本

繁
太
郎

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

あ
つ
て
は
、
部
次
長
）
を
」
に

は次政部職 業事二あ次及規 す改

訓

令
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別

表
別

表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
第

第

及
出

支
の

費
経

）
係

関
条

に
結

締
の

約
契

び
者

権
裁

決
の

務
事

る
す

関

二
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一
〇
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２
関

に
計

会
務

財
の

他
の

そ
る

す
者

権
裁

決
の

務
事

一
一
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二
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一
三
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四
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一
五
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一
六
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別
表

表
別

山 口 県 報 （号 外 ）

第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
第

第
）

係
関

条

一
七
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一
九



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 号 外 ）

二
〇
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三
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二
四
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二
五
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二
六
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二
七
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二
八
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二
九
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三
〇
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別
表
第
三
の
１
の
表
岩
国
基
地
対
策
室
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
一



平成 年 月 日 月曜日

別
め
、

山 口 県 報 号 外 ）

表
第
三
の
２
の
表
を
削
り
、
別
表

同
表
地
域
政
策
課
の
部
の
前
に
次
第
三
の
３
の
表
中
「

部
興

振
域

地

の
よ
う
に
加
え
る
。

」
を
「

部
画

企
合

総

」
に
改

三
二



平成

に
改

め
、

か
ら

年 月 日 月曜日

別

間
山

の
項

山 口 県 報 号 外 ）

め
、
同
部
９
の
項
の

中
「

同
項
の

中
「

項
９

第
、

項
７

第

旅
券
セ
ン
タ
ー
の
部
ま
で
を
削
り

表
第
三
の
３
の
表
中
山
間
地
域
づ

課
進

推
り

く
づ

域
地

」
に
改
め
、

の

中
「

項
６

第

」
を
「

４
第

項
８

第

」
を
「

」
を
「

第
、

項
８

第
項

」
に

、
同
表
情
報
企
画
課
の
部
中
４

く
り
推
進
室
の
部
中
「

地
間

山
中

同
部
１
の
項
の

中
「

長
室

」

」
に
改
め
、
同
部
８
の
項
の

４
第

項
５

第
、

項
４

第
条

」
に
改

改
め
、
同
表
観
光
振
興
課
の
部

の
項
を
削
り
、
５
の
項
を
４
の

室
進

推
り

く
づ
域

」
を
「中

を
「

長
課

」
に
改
め
、
同
部
３

中
「

項
５

第

」
を
「

項
６
第

」

項
６

第
、

項
５

第
条

項
と
し
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
三



平成 年 月 日 月曜日

別

３

山 口 県 報 号 外 ）

表
第
三
の
３
の
表
を
別
表
第
三
の

所
て

い
お

に
部

略
戦

業
産

さ
掌

２
の
表
と
し
、
同
表
の
次
に
次

者
権

裁
決

の
務

事
る

れ

の
一
表
を
加
え
る
。

三
四



平成

会
課

年 月 日 月曜日

別

項

」中

山 口 県

別

報

別
「県め

、
を増

進
中律

法

（号 外 ）

の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部
２

に
、
「

る
す

存
に

域
区

の
市

関
下

「

る
す

存
に

域
区

の
市

関
下

局
薬

」
に
改
め
、
同
項
の

を
次
の
よ

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部
２

表
第
三
の
４
の
表
県
民
生
活
課

外

」
に
改
め
、
同
表
環
境
政
策
課

同
項
の

を
削
り
、
別
表
第
三
の

「

び
及

活
生

常
日

の
者

害
障

生
会

社

課
の
部

の
項
の

中
「

項
３

第

「

法
援

支
立

自
者

害
障

」
を
「

害
障

。 の
項
の

中
「第

、
局

薬

項
１

第
条

」
を
「

、

に
域

区
の

市
関

下

」
を
「

す
存

に
域

区
の

市
関

下

う
に
改
め
る
。

の
項
の

か
ら

ま
で
を
次
の

の
部

の
項
の

中
「

所
の

局
民

県

の
部
２
の
項
の

中
「第

第
条

５
の
表
指
導
監
査
室
の
部
６
の

る
す

援
支

に
的

合
総

を
活

の
め

た

項
５

第
」
を
「

項
４

第び
及

活
生

常
日

の
者

６
第

を
活

生
会

社

」
を
「第る

す
存

２
第
、
項

１
第

条」
に
改
め
、
同
項
の

る

」
に
改
め
、
同
表
長
寿
社

よ
う
に
改
め
る
。

域
区

の
外

以
域

区
管

」
を

項
３

」
を
「第
条

」
に
改

項
中
「

法
援
支

立
自

者
害

障

」

律
法

」
に
改
め
、
同
表
健
康

項

」
に
改
め
、
同
部

の
項

め
た
る

す
援

支
に

的
合
総

の

三
五



平成 年 月 日 月曜日 山 口

別
よ
う

県 報

活
生

興
課

次
に

号 外 ）

別
表
第
三
の
６
の
表
企
業
立
地
推
進

に
加
え
る
。

的
合

総
を

活
生

会
社

び
及

援
支

に

の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
第
三
の
５
の
表
障
害
者
支
援
課

室
の
部
４
の
項
を
削
り
、
同
表

律
法

の
め

た
る

す

」
に
改
め
、

２
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一

の
部
５
の
項
中
「

支
立

自
者

害
障

経
営
金
融
課
の
部
の
次
に
次
の

別
表
第
三
の
６
の
表
新
産
業
振

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
１
の
項
の

法
援

」
を
「

常
日
の

者
害

障

三
六



平成 年 月 日 月曜日

別
に
改

山 口 県 報 号 外 ）

表
第
三
の
６
の
表
労
働
政
策
課
の

め
、
別
表
第
三
の
７
の
表
団
体
指
部

の
項
の

中
「

３
第

条
７

第

導
室
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え

項

」
を
「

項
５
第

条
７

第
」

る
。

三
七



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

三
八



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

別
をの

前

号 外 ）

表
第
三
の
７
の
表
流
通
企
画
室
の

の
項
と
し
、
２
の
項
か
ら
８
の
項

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

部
中
「

室
画

企
通

流

」
を
「

画
企

ま
で
を
八
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

課
通
流

」
に
改
め
、
９
の
項

１
の
項
を
９
の
項
と
し
、
同
項

三
九



平成 年 月 日 月曜日

別

山 口 県 報 号 外 ）

表
第
三
の
７
の
表
流
通
企
画
室
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
〇



平成

項
の

造
構

年 月 日 月曜日

別
４
の

養
飼

項
の

約
契

山 口 県 報 （号 外 ）

別

項

」
の
よ

中
「

画
計

業
施

林
森

」
を
「

業
事

革
改

森

」
を
「

再
業

林
・

林
森

表
第
三
の
７
の
表
畜
産
振
興
課
の

項
中
「

法
興

振
う

ほ
養

」
を
「

蜂

養

」
に
改
め
、
同
表
森
林
企
画
課

中
「第

項
７

第
５

の
条

」
を

」
を
「

等
約

契
林

育
収

分

」
に
、

表
第
三
の
７
の
表
農
業
経
営
課

を
「

項
５

第
」
に
改
め
、
同
部

う
に
加
え
る
。

画
計

営
経

林

」
に
改
め
、
同
部

に
金

付
交

り
く

づ
盤

基
生

事
る

係

部
１
の
項
の

中
「

項
３

第

」

法
興

振
蜂

」
に
改
め
、
同
項
の

の
部
１
の
項
の

中
「

項
４

第

「第
項

９
第

５
の

条

」
に
改

「第
の

条
７

の

」
を
「第

の
部
を
削
り
、
同
表
農
業
振
興
課

の
項
の

中
「

項
７

第

」
を
「第

３
の
項
中
「

業

業
産
材
木

・
業

林

」
に
改
め
、
同
部
中
５
の

を
「

項
４

第

」
に
改
め
、
同
部

中
「

う
ほ

養
飼

転

」
を
「転

」
を
「

項
５

第

」
に
改
め
、
同

め
、
同
項
の

中
「

の
条

林
育
収
分

８
の

」
に
改
め
、
同

の
部
６
の
項
の

中
「

項
８

４
第

」
に
改
め
、
同
部
に
次

し
、
同
表
都
市
計
画
課
の
部
中

と
し
、
同
部
７
の
項
の

中
「同

項
を
削
り
、
６
の
項
を
５
の
項

を
削
り
、
同
表
水
産
振
興
課
の

項
か
ら

の
項
ま
で
を
削
り
、

上
げ
、
別
表
第
三
の
８
の
表
道

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し

の
項
を

の
項
と
し
、
９
の
項

意
項

１
第

条
７

第
法

」
を

協

と
し
、
７
の
項
及
び
８
の
項
を
削

部
３
の
項
の

中
「

項
６

第

」
を

の
項
を
８
の
項
と
し
、

の
項

路
建
設
課
の
部
４
の
項
中

及
び

、
同
項
の

中
「

」
を
「

」

四
一

を

の
項
と
し
、
８
の
項
を

の

「

議
第

法
項

２
第

条

」
に

り
、
同
表
全
国
植
樹
祭
推
進
室
の

「

項
７

第

」
に
改
め
、
同
部
中
８

か
ら

の
項
ま
で
を
五
項
ず
つ
繰

を
削
り
、

を

と
し
、

か

に
改
め
、
同
項
の

を
同
項
の

項改 部のりらと



平

め
、

成 年 月 日 月曜日

別
中１

第

中

項

」

法

山 口 県 報 （号 外 ）

め
、

の
次

同
項
の

を
削
り
、
同
項
の

中

表
第
三
の
８
の
表
河
川
課
の
部
５

「第
第

、
項

１
第

２
の

条

項

の
条

」
に
改
め
、
同
項
の

中
「第

「第
項

１
第

４
の

条

」
を
「第

を
「第

項
３

第
条

」
に
改
め

第
項

１
第

条

」
に
改
め
、
同
項

同
項
を
同
部
９
の
項
と
し
、
同
部

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
項

３
第

２
の

条

」
を
「第

の
項
の

中
「

項
２

第

」
を
「

項
１

第
６

第

」
を
「第

項
１

第
条

項
１

第
２

の
条

」
を
「第

条

項
１

第
条

」
に
改
め
、
同
項

、
同
項
の

中
「

令
発

第
法

条

の

中
「第

項
４

第
６

の
条

中
６
の
項
を
８
の
項
と
し
、
５

項
３

第
条

」
に
改
め
、
同

項
４

」
に
改
め
、
同
項
の

第
、

第
、

項
２

第
条

項
１
第

条

」
に
改
め
、
同
項
の

の

中
「第

項
１

第
６

の

３
第

４
の

条

」
を
「

表
発

」
を
「第

項
４

第
条

」
に
改

の
項
を
７
の
項
と
し
、
４
の
項

項
の

を
同
項
の

と
し
、
同

項
の

と
し
、
同
項
の

中
「水

項
中

を

と
し
、

を

と

と
し
、
同
表
建
築
指
導
課
の
部

り
下
げ
、
９
の
項
の
次
に
次
の

項
の

中
「第

２
の
条

」
を
「

則
規

賞
報

者
労

功
防

第

」
を
「

防
水

し
、
同
項
の

中
「

」
を
「

中

の
項
を

の
項
と
し
、

の

よ
う
に
加
え
る
。

条

」
に
改
め
、
同
項
の

を

則
規
彰

表
者

労
功

」
に
改
め
、

」
に
改
め
、
同
項
の

を
同
項
の

項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

四
二

同同繰



平成 年 月 日 月曜日

山
山

山 口 県

こ

報 （号 外 ）

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一

企

業

口
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月

山
口
県
公
営
企
業
管
理

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

局

改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

者

弘

中

勝

久

う
に
定
め
る
。

第
七
条
の
表
課
長
の
項
の
次

第
六
条
第
七
項
を
同
条
第
八

を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中

の
一
項
を
加
え
る
。

４

副
課
長
は
、
次
に
掲
げ
る

一

課
の
職
員
（
課
長
を
除

る
こ
と
。

二

支
出
の
命
令
に
関
す
る

三

軽
易
な
事
件
に
関
す
る

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
（

改
正
す
る
。

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四

第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項

事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

く
。
）
の
旅
行
命
令
及
び
課
の
職

こ
と
。

証
明
に
関
す
る
こ
と
。

昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規

四
三

項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同

を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に

で
き
る
。

員
以
外
の
者
へ
の
旅
行
依
頼
に
関

程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

項次す に

企

業

局



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

項
ずこ

（号 外 ）

副
第五別

を
一十

五
年
四
月
一
日
印
刷

十
五
年
四
月
一
日
発
行

つ
繰
り
上
げ
、

の
項
を
削
る
。

附

則

の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年

課

長

副
課
長
が
指

定
す
る
職
員

三
十
三
条
第
四
号
中
「
丙
」
を

前
各
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の

決
す
べ
き
も
の

表
第
一
各
課
共
通
の
部
中
３
の
項

項
ず
つ
繰
り
上
げ
、

の
項
を
削発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
丙
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

決
裁
権
者
の
専

丙

を
削
り
、
４
の
項
を
３
の
項
と

り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

庁事 号
を
加
え
る
。

し
、
５
の
項
か
ら

の
項
ま
で

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
二

四
四


